
 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１） 地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

津野町の人口構造は、平成２７年国勢調査で５，７９４人、平成２２年に比べ６１３人

(９．５７％)の減少となっている。また、就業人口は、平成２７年国勢調査で２，７５１

人、平成２２年に比べ４７４人（１４．７０％）の減少となっており、人口の減少率より

も、就業人口の減少率が上回る結果となっている。このことから、人手不足、後継者不足等

の課題に直面しており、産業基盤が失われかねない状況にある。 

 産業は中山間地域に広く点在しており、農林業、製造業、建設業、商業と多岐にわたって

いる。就業人口比率は、第１次産業２１％、第２次産業２７％、第３次産業５２％で、第１

次産業従事者は平成２２年に比べ３６０人（３８．５４％）減少している。 

また、平成２６年の経済センサス基礎調査で事業所数は２６７事業所であり、うち中小

企業は２５８事業所である。津野町における事業所の約９７％は、中小零細事業所が占め

ており、経済情勢の好不況が直に事業者の経営を左右する状況にある。町独自の取組とし

て商工業振興対策事業を実施してきたが、人手不足等に対応した事業基盤を構築するとと

もに、後継者が引き継ぎたいと思えるような企業にしていこうとする取組を支援していく

ことは、喫緊の課題である。 

 

人口構造                               

 総人口 ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上 

平成２２年 ６，４０７ 人 ７３１ 人 ３，２５８ 人 ２，４１８ 人 

平成２７年 ５，７９４ 人 ６４１ 人 ２，７４７ 人 ２，４０６ 人 

増減人数 △６１３ 人 △９０ 人 △５１１ 人 △１２ 人 

増減率 △９．５７ ％ △１２．３１％ △１５．６８％ △０．５０ ％ 

 

就業人口                               

 総人口 第１次産業就業人口 第２次産業就業人口 第３次産業就業人口 

平成２２年 ３，２２５ 人 ９３４ 人 ８３８ 人 １，４５３ 

平成２７年 ２，７５１ 人 ５７４ 人 ７４５ 人 １，４３２ 

増減人数 △４７４ 人 △３６０ 人 △９３ 人 △２１ 

増減率 △１４．７０％ △３８．５４％ △１１．１０％ △１．４５％ 

 

（２） 目標 

生産性向上特別措置法第３７条第１項の規定に基づく導入促進計画を策定し、中小企業

者の先端設備等の導入を促すことで、地域経済が発展していくことを目指す。これを実現

するための目標として、計画期間中に３件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする。 

 



（３）労働生産性に関する目標 

  先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性（導入促進指針に定めるものをい

う。）が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

  津野町の産業は、農林業、製造業、建設業、商業と多岐に渡り、多様な業種が津野町の経 

済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要があ 

る。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する観点から、本計画において対象 

とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第１条第１項に定める先端 

設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  津野町の産業は、中山間地域に広く点在しているため、これらの事業者の生産性向上を 

実現する観点から、本計画の対象地域は、町内全域とする。 

 

（２） 対象業種・事業 

  津野町の産業は、農林業、製造業、建設業、商業と多岐に渡り、多様な業種が津野町の経 

済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要があ 

る。したがって、本計画において対象とする業種は、全業種とする。 

  生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、ＩＴ導入による業 

務効率化、省エネの推進等、多様である。したがって本計画においては、労働生産性が年 

平均３％以上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  計画期間は国が同意した日から３年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  計画期間は３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 

人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定 

に配慮する。 

公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては、先端設 

備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 

 

 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とする。 


